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「アーキビストの職務基準書」の検討経緯 

 

昭和 63年の公文書館法施行に際し、公文書館に置くものとされた「歴史資料として重

要な公文書等についての調査研究を行う専門職員」は、「歴史を後代に継続的に伝えるた

めにはどのような公文書が重要であるのかという判断を行うために必要な調査研究を主と

して行う者」であり、「その専門的な知識と経験の具体的内容については未確定な部分も

あ」るとされた（「公文書館法の解釈の要旨」昭和 63年総理府）。 

 公文書等の管理に関する法律(平成 21年)が施行された今日において、国立公文書館で

は、改めて歴史公文書等の管理に携わる専門職の職務とその遂行上必要となる知識・技能

について検討を行い、「アーキビストの職務基準書」としてとりまとめることとした。 

 その検討の経緯は、以下のとおりである。 

 

年 月 日 内 容 

平成 26年  アーキビストの養成に係る検討に着手 

平成 28年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 18日 日本におけるアーキビストの職務基準（素案）を策定 

3月 23日 公文書管理委員会が「公文書管理法施行５年後見直しに関する検討

報告書」を公表 

3月 31日 内閣府において設置されている、国立公文書館の機能・施設の在り

方等に関する調査検討会議が『国立公文書館の機能・施設の在り方

に関する基本構想』を公表 

 

（抜粋）３．国立公文書館に求められる各機能の方向性 

（６）人材育成機能【今後の展望】 

④ 資格制度の確立に向けた検討 

我が国全体としての人材の充実の観点では、文書管理に関わる人材

をめぐる海外の動向なども踏まえつつ、これからの時代に求められる

人材像を明確にするとともに、公的な資格制度を確立することも有効

な手段と考えられる。資格制度の検討に当たっては、民間企業も含め

たアーカイブズの保存と利用に通じた人材に対する潜在的なニーズの

掘り起こし等により、人材の「受け皿」の確保を図る必要がある。 

 

4月 27日 アーカイブズ関係機関協議会(第 13回)において、「日本におけるア

ーキビストの職務基準(素案)」について説明、関係団体へ意見提出

を依頼 

11月 30日 国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議(第 17

回)において、「アーキビストの確保・育成の構想」を説明 

 資料  
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年 月 日 内 容 

平成 28年 

 

 配布資料４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 21日 内閣府大臣官房公文書管理課が、公文書管理委員会において、「公

文書管理法施行５年後見直しの対応案」を説明 

 

（抜粋） 

３．人材育成・体制強化 

（３）公文書館等の人材育成及び体制強化 

  国立公文書館において検討を進めている専門職員の「職務基準

書」が人材の育成及び確保につながるよう、有効活用方策を検討す

る必要がある。 

＜具体的取組＞ 

○ 「職務基準書」を踏まえて、具体的職務に応じた研修を整備する。 

○ 上記研修を受講した場合に単位に認定する等、高等教育機関との協

力体制を構築する。 

○ 専門職員の信頼性・専門性を確保するため、国立公文書館などの公

的機関による認証制度を設けることを検討する。 

 

3月 16日 アーカイブズ関係機関協議会(第 14回)において、検討状況を説明 

5月 12日 アーキビストの職務基準に関する検討会議を設置 

【検討事項】 

(1)アーキビスト職務基準書の作成に関すること。 

(2)その他必要な事項 
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年 月 日 内 容 

平成 29年  

【構成員】 

座 長 保坂 裕興 （学習院大学 教授） 

構成員 新井 浩文 （埼玉県立文書館） 

  岡崎 敦  （九州大学大学院 教授） 

  小谷 允志 （ARMA東京支部 顧問）  

  下重 直樹 （学習院大学 准教授） 

  森本 祥子 （東京大学文書館 准教授） 

 

事務局 国立公文書館（統括公文書専門官室） 

 

5月 29日 アーキビストの職務基準に関する検討会議(第 1回)の開催 

配布資料３（P7） 

10月 19日 アーキビストの職務基準に関する検討会議(第 2回)の開催 

12月 20日 アーキビストの職務基準に関する検討会議(第 3回)の開催 

12月 「アーキビストの職務基準書」(平成 29年 12月版)を策定 

平成 30年 

 

 

1月 31日 アーカイブズ関係機関協議会(第 15回)において、「アーキビストの

職務基準書」(平成 29年 12月版)について説明 

2月 22日 日本歴史学協会国立公文書館特別委員会との意見交換 
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年 月 日 内 容 

平成 30年 3月 26日 公文書管理委員会(第 62回)において「アーキビストの職務基準書

について」説明 

6月 8日 平成 30年度全国公文書館長会議において説明、意見交換を実施。

また、同会議の成果を全国公文書館長会議名にて「『アーキビスト

の育成と活用－職務基準書の活用－』に取り組む基本的考え方」と

して取りまとめ 

6月 14日 全史料協総会において意見交換 

6月 21日 企業史料協議会から意見提出 

6月 22日 全史料協近畿部会例会において意見交換  

6月 30日 日本アーカイブズ学会研究集会において意見交換  

8月 23日 全史料協関東部会定例研究会において意見交換  

9月 19日 日本学術会議歴史資料の保存と公開に関する分科会において説明 

9月 25日 記録管理学会研究集会において意見交換 

10月 29日 アーキビストの職務基準に関する検討会議(第４回)の開催  

12月 19日 アーキビストの職務基準に関する検討会議(第５回)の開催 

12月 27日 アーキビストの職務基準書の確定 
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